
Ⅰ 人事行政の運営の状況（教職員※を除く職員）

※教職員とは、さいたま市教職員定数条例第２条に規定する教職員をいいます。

１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用及び退職の状況（令和５年度）
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（２）暫定再任用の状況（令和５年度）
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※（　）内は女性でうち数です。

240
282 2 9 125 0 136

普通 その他

市長部局等
444 4 13 219 4

令和５年度さいたま市人事行政の運営等の状況について

　地方公務員法第５８条の２及びさいたま市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規
定に基づき、令和５年度における人事行政の運営の状況及び人事委員会の業務の状況を次のとおり公
表します。

　各任命権者から報告を受けた令和５年度における人事行政の運営の状況を取りまとめ、その概要
を公表するものです。

（単位：人）

区分 採用
退職

合計
定年 勧奨退職

12
5 0 0 2 0 2

水道局
10 0 3 9 0

18
2 0 0 1 0 1

消防局
32 0 3 13 2

290
292 2 12 133 2 149

計
495 4 24 251 11

20
3 0 3 5 2 10

教育委員会
事務局

9 0 5 10 5

市長部局等 22 261 45 328
5 67 17 89

区分 短時間勤務 常時勤務 合計
常時勤務の1/2 常時勤務の3/4

「市長部局等」には、議会局及び選挙管理委員会や人事委員会等の事務局を含みます。
（　）内は女性でうち数です。
「勧奨退職」とは、一定の勤続年数及び年齢以上の者に退職を勧奨し、それに応じて定年前に退職した者です。
「その他」には、死亡退職、懲戒免職等を含みます。

　暫定再任用職員とは、定年退職者等の行政経験・知識等を有効活用するため、従前の勤務実
績に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定めて採用するもので、主に短時間勤
務です。勤務実績が良好な場合には、選考により任期更新が可能（令和５年度の再任用者は６
５歳まで）です。

（単位：人）

水道局 0 34 1 35
0 3 0 3

消防局 9 47 0 56
0 2 0 2

計 45 502 87 634
17 95 52 164

教育委員会事務局 14 160 41 215
12 23 35 70
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（３）職員数の状況（各年４月１日現在）

( ) ( ) ( )
・

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ・

・

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

※（　）内は女性でうち数です。
※職員数には、短時間勤務の再任用職員、会計年度任用職員及び特別職非常勤職員は含みません。

（参考）職員数及び女性比率の前年比較（各年４月１日現在）

＜会計年度任用職員及び特別職非常勤職員数の状況＞

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

※（　）内は女性でうち数です。

の増

計
9,983

消防局
1,358 1,343 15 児童相談所の体制強化、

61 59 2 高齢期職員の活用推進に

市長部局等
7,296 7,117 179
3,528 3,421 107

（単位：人）

区分 令和6年 令和5年 対前年増減数 主な増減理由

9,782 201
4,130 4,022 108

教育委員会事務局
965 957 8 看護業務の増、診療業務

478 482 △ 4

水道局
364 365 △ 1 よる増

63 60 3 消防業務の増

フルタイム フルタイム

市長部局等 2,170 318 3,547 2,135 341

（単位：人）

区分

令和6年 令和5年

会計年度
任用職員

うち
特別職

非常勤職員
会計年度
任用職員

うち
特別職

非常勤職員

1,235
3 0 109 3 0 104

消防局 6 0 1,232 6 0

5,133
1,949 265 1,618 1,919 289 2,066

1,038
1,476 74 270 1,437 65 260

教育委員会 2,050 82 1,044 1,969 74

0
6 0 0 3 0 0

水道局 8 0 0 6 0

7,406
3,434 339 1,997 3,362 354 2,430

計 4,234 400 5,823 4,116 415
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（人）
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２　職員の人事評価の状況

　＜人事評価制度＞

３　職員の給与の状況

（１）職員給与費の状況
①普通会計職員

※令和５年度普通会計決算額 （※平均年齢40.4歳）

※上記の職員給与費には、教職員及び会計年度任用職員（フルタイム）の給与を含みます。

②公営企業会計職員

※令和５年度水道事業会計決算額 （※平均年齢41.7歳）

（２）平均給与月額（給料月額・諸手当）及び平均年齢（令和６年４月１日現在）

※この諸手当には、実績に基づいて支払われる時間外勤務手当等は含みません。

※会計年度任用職員（フルタイム）を含みます。

評価期間 ４月１日から翌年３月３１日までの１年間

評価基準日 １月１日

評価結果の活用
昇任昇格や人事異動の参考資料として活用するとともに、職員の昇給や
勤勉手当の支給割合に反映。

　地方公務員法では、任命権者は、職員の執務について、定期的に人事評価を行うこととされ
ています。また、任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活
用するものとされています。
　さいたま市では、原則として全ての一般職の職員を対象として、任命権者ごとに人事評価を
実施しています。
　市長部局における人事評価制度の概要は、次のとおりです。

評価制度の目的
・職員の意識改革と組織の風土改革
・職員の能力開発と人材の確保・育成・活用の促進
・適材適所の人事配置や昇任昇格等の公正な処遇

評価制度の概要

能力評価 職務遂行能力の発揮度と執務姿勢（意欲・態度）を評価

業績評価
「目標による管理」の手法等により目標の達成度、業務の遂
行度を評価

総合評価 能力評価及び業績評価の評価結果を合わせた評価

計

13億7,547万円 4億7,748万円 6億7,289万円 25億2,584万円 700万円

551億5,945万円 188億3,969万円 246億3,770万円 986億3,683万円 729万円

職員給与費 1人当たり給与
（年額）給料 諸手当 期末・勤勉手当

職員給与費 1人当たり給与
（年額）給料 諸手当 期末・勤勉手当 計

企業職（水道事業） 32万4,785円 7万6,052円 40万0,837円 41.0歳

計

一般行政職 32万2,021円 7万6,544円 39万8,565円 40.8歳

区分
平均給与月額

平均年齢
給料月額 諸手当
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４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間

（２）休暇制度の概要

（３）年次有給休暇の取得状況（令和５年１月１日～令和５年１２月３１日）

　職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分と定められており、原則として毎週月曜日
から金曜日まで、午前８時３０分から午後５時１５分までの勤務となります。
　そのうち、正午から午後１時までは休憩時間となっています。
　また、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
る休日、年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで）は、勤務を要しない日です。

職員の家族に負傷、疾病、老齢等により日常生活を営むのに支障がある要介
護者がおり、当該職員以外に介護する者がいない場合の休暇です。

組合休暇 職員が、登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合の休暇です。

職員１人あたりの年次有給休暇平均取得日数 16.2 日

区分 内容

年次有給休暇
１年に２０日（年の中途に採用された職員は、その在職期間に応じた日数）
付与されます。また、その年に付与された残日数（２０日を限度）は、翌年
に限り繰り越すことができます。

年次有給
休暇以外
の休暇

特別休暇
選挙権の行使、結婚、出産、忌引、交通機関の事故等により、社会慣習上ま
たは物理上の理由により、職員が勤務しないことが相当であると認められる
場合の休暇です。

病気休暇
職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得
ないと認められる場合の休暇です。

介護休暇
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５　職員の休業の状況

（１）育児休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（２）部分休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（３）育児短時間勤務制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（４）配偶者同行休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（５）自己啓発等休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（６）修学部分休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

区分 内容
令和５年度に新たに取

得した人数
子が出生した人数

子を養育する職員の継続的な勤務を
促進し、職員の福祉の増進と公務の
円滑な運営に資することを目的とし
た無給の休業です。最長、子が３歳
に達するまで取得できます。

人

うち女性 人

うち男性 人

区分 内容

育児休業

部分休業

育児のため、１日に２時間以内の範
囲で取得できる無給の休業です。最
長、子が小学校就学の始期に達する
まで取得できます。

区分 内容

配偶者
同行休業

配偶者が６月以上外国に滞在する場
合、これに同行するために取得でき
る無給の休業です。在職期間が２年
以上の職員が３年を超えない範囲で
取得できます。

 取得人数 7 人 4

区分 内容 実績
うち、令和５年度
に新たに取得した
人数

うち女性 6 人

人

1 人

3 人

自己啓発等
休業

①大学等課程の履修又は②国際貢献
活動をする職員が取得できる無給の
休業です。在職期間が２年以上の職
員が、①においては２年、②におい
ては３年を超えない範囲で取得でき
ます。

 取得人数 1 人 1

区分 内容 実績
うち、令和５年度
に新たに取得した
人数

うち女性 1 人 1 人

人

うち男性 0 人 0 人

修学部分休
業

大学等各種学校などにおける修学の
ため、１週間を通じて１９時間２０
分を超えない範囲で取得できる無給
の休業です。２年を超えない範囲で
取得できます。

 取得人数 5 人 3

区分 実績
うち、令和５年度
に新たに取得した
人数

うち女性 4 人

人

0 人

3 人

人

106 人

26 人

令和５年度に新たに
取得した人数

36 人

うち女性 32 人

うち男性 4 人

育児短時間
勤務

子を養育するため、法及び条例に定
められた勤務の形態から選択し、希
望する日及び時間帯に勤務すること
ができます。最長、子が小学校就学
の始期に達するまで取得できます。

内容

人

人

人

336

171

165

393

173

220

うち女性

うち男性

令和５年度に新たに
取得した人数

132

うち男性 1 人

うち男性 1 人
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（７）会計年度任用職員の育児休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（８）会計年度任用職員の部分休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

子を養育する職員の継続的な勤務を
促進し、職員の福祉の増進と公務の
円滑な運営に資することを目的とし
た無給の休業です。最長、子が２歳
に達するまで取得できます。

 取得人数 10 人

うち女性 10 人

区分 内容 実績

育児休業

うち男性 0 人

うち男性 0

部分休業

育児のため、１日に２時間以内の範
囲で取得できる無給の休業です。最
長、子が３歳に達するまで取得でき
ます。

 取得人数 6 人

うち女性 6 人

人

区分 内容 実績
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６　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況（令和５年度）

（２）懲戒処分の状況（令和５年度）

　分限処分とは、職員が心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合など、一定の事由によ
り職務を十分に果たすことができない場合等に行う不利益処分で、降給・降任・休職・免職の
４種類があります。

区分
処分の種類

合計
降給 降任 休職 免職

水道局 0 0 30 0 30

消防局 0 0 26 0 26

市長部局等 0 0 345 0 345

46

0

市長部局等 7 1 2 0 10

　懲戒処分とは、公務員の勤務関係の秩序を維持するため職員の服務義務違反（法令違反、義
務違反、非行等）に対し、その道義的責任を追及して科する制裁で、戒告・減給・停職・免職
の４種類があります。

区分
処分の種類

合計
戒告 減給 停職 免職

計 0 0 447 0 447

消防局 0 0 0

2水道局 0 1 1 0

0

教育委員会事務局 0 0 46 0

計 8 3 3 0 14

教育委員会事務局 1 1 0 0 2
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７　職員の服務の状況

（１）職員の守るべき服務の概要

（２）服務規律の遵守に関する取組

①服務規律の遵守に関する取組の概要

②服務規律の遵守に関する通知等の内容

　地方公務員法第３０条において、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者
として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念
しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、
同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第３２条）、信用失墜行為
の禁止（第３３条）、秘密を守る義務（第３４条）、職務に専念する義務（第３５条）、政
治的行為の制限（第３６条）、争議行為等の禁止（第３７条）、営利企業への従事等の制限
（第３８条）など、服務上の強い制約を課しています。

　特に選挙執行の際や年末年始等における職員の綱紀粛正、服務規律の確保について、随
時、行政会議（市長、副市長、各局長・区長等が出席）等において、副市長から各局長等を
通じて職員に周知徹底を図っています。

発出した年月日 内容 発信者

令和5年4月5日 職員の接遇等及び挨拶の励行について 総務局長

令和5年7月26日 職員の服務規律の確保について 副市長

令和5年7月5日

令和5年5月9日 適正な事務の執行について（通知）

令和5年7月6日 服務規律の確保について 教育長

水道局長

令和5年5月24日 交通法規の遵守及び安全運転の徹底について（通知）

職員の綱紀粛正の徹底及び服務規律の確保について 水道局長

水道局長

令和5年12月12日 服務規律の確保について 教育長

令和5年4月7日 職員の接遇等及び挨拶の励行について
総務部長（消防
局）

令和5年4月17日 ハラスメント防止宣言について
総務部長（消防
局）

令和5年6月28日 消防職員の厳正な服務規律の確保の徹底について 消防局長

令和5年7月6日 職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について 消防局長

令和5年7月31日 職員の服務規律の確保について 消防局長

令和5年12月8日
年末年始における綱紀粛正、服務規律の確保等について（通
知）

副市長（総括内部
統制推進責任者）

令和5年4月6日 職員の接遇等及び挨拶の励行について（通知） 水道局長

令和5年7月6日

令和5年12月8日 年末年始における綱紀粛正、服務規律の確保等について 水道局長

令和6年3月11日 年度替わりにおける適正な事務処理について 水道局長

職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について（依命通達）
副市長（総括内部
統制推進責任者）

令和5年9月28日 適正な事務執行について（通知） 行政管理監

令和6年3月8日 年度替わりにおける適正な事務処理について（通知）
副市長（総括内部
統制推進責任者）

令和5年7月31日 服務規律の確保について 教育長

令和5年7月26日 職員の服務規律の確保について 水道局長
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（３）職務専念義務の免除、営利企業への従事等許可、在籍専従の許可の状況（令和５年度）

※会計年度任用職員は含みません。

職務専念義務の
免除

職員が、研修に参加、人間ドックを受診、職務に関連のある講演、
講義、演技等を行う場合など、一定の事由に該当する場合に、特例
として職務に専念する義務を免除しています。

区分 内容 件数

498 件

2,838 件

在籍専従の許可

職員が任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員とし
てその業務に専ら従事することができるものです。許可を受けた期
間中は休職者とされ、いかなる給与も支給されず、退職手当の算定
基礎となる勤続期間にも算入されません。

0 件

営利企業への
従事等許可

職員が、消防団員や大学等の非常勤講師などの業務に従事等して報
酬を得る場合に、職務への公平性や職員の品位の保持等の観点から
全体の奉仕者である公務員の基本的性格と矛盾しない場合に限り許
可できるものです。

令和6年3月28日 職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について（依命通達）
副市長（総括内部
統制推進責任者）

令和6年3月28日 職員の綱紀粛正の徹底及び服務規律の確保について 水道局長

令和6年3月29日 職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について 消防局長
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８　職員の退職管理の状況

９　職員の研修の状況

＜職員の研修＞

①研修の概要

②研修の実績（令和５年度）

※

※

※

※

※

※

「主管課研修」とは、各所属が担当する事務について、職員全体の実務能力や意識の向上を図るために実
施するものです。

学校職員は含みません。

170,341 人
2,140 人 2,695 人 777 人 99 人 22,566 人（うち人材育成課

支援　482人）

「自己研修」とは、職員が、個人又はグループで自己の能力向上のために自主的に内容を設定し、学習す
るもので、通信教育と自主研修グループ活動があります。

「所属内研修」とは、各所属が、所属職員に対して実務・専門能力や組織能力の向上のために実施するも
のです。うち「集合研修」は、集合形式で実施するもので、「派遣研修」は、各所属から外部の研修機関
に所属職員を派遣するものです。

「集合研修」の実績については、消防局の実績が118,755人を占めます。消防局で日常的に実施されている
訓練が、集団育成（集合研修）に位置付けられるためです。

「人材育成課研修」とは、人材育成課が職員に対し、総合的な分野について実施するものです。うち「基
本研修」は、対象職員に求められる能力や意識・意欲の向上を図るもので、「課題別研修」は、行政課題
のテーマ別に能力や意識・意欲の向上を図るものです。「派遣研修」は、外部の研修機関に職員を派遣す
るものです。

239 人

7 人

　本市を退職した職員の再就職の透明性及び信頼性を高めるため、平成２２年２月に「さいた
ま市職員の再就職管理の適正の確保等に関する要綱」を制定しました。
　この要綱に基づき、本市を管理職職員で退職した者の再就職状況（令和５年７月１日～令和
６年６月３０日）を公表します。

再就職先 市外郭団体 民間企業 合計

再就職者数 2 人 5 人

　「さいたま市職員・組織成長ビジョン」に基づき、令和５年度職員研修は、①職場における
ＯＪＴ実践を推進することで、「互いの成長を支え合いながら、職場で仕事を通じて成長でき
る組織風土を醸成する」②職位に応じたマネジメント力の向上を図ることで、「仕事の実効性
と組織力を高める」③職員の「挑戦意欲」・「仕事のスキル」・「企画・創意工夫に関する能
力」の向上を支援することで、「自ら主体的に仕事に取り組み、成長しようとする意識の向上
を図る」④若手職員層の成長を支援し、市職員としての自覚と自律意識を醸成することで、
「将来にわたって地域に貢献できる組織をつくる」、以上４項目に重点をおいて実施しまし
た。

自己研修
所属内研修 人材育成課研修

主管課研修
集合研修 派遣研修 基本研修 課題別研修 派遣研修
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10　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）共済制度

（２）その他の福利厚生制度の状況

【令和５年度さいたま市職員互助会決算】

（３）職員健康診断の実施状況（令和５年度）

（４）公務災害補償の状況（令和５年度）

　職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、埼玉県市町村職員共済組合（以下
「共済組合」という。）が職員とその家族の病気・けが・出産・死亡等に対して必要な給付
を行う「短期給付」、職員の退職・障害・年金又は一時金の給付を行う「長期給付」、健康
の保持増進事業や住宅資金の貸付などの「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行ってい
ます。
　共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員からの掛金と使用者である地方公共
団体からの負担金により賄われており、掛金・負担金とも標準報酬の月額を標準として法で
定められた率により算出されています。

　地方公務員法第４２条に基づくその他の福利厚生制度として、さいたま市職員互助会（以
下「互助会」という。）を組織し、職員の冠婚葬祭等への給付、職員の保健、元気回復、そ
の他福利厚生に関する事業を実施しています。
　互助会の運営については、会員である職員（令和５年度会員数：１１，９３６人)の掛金
と使用者である地方公共団体の負担金で賄われています。

給付事業 福利厚生事業

歳入 349,592千円
職員掛金（給料月額の
5/1000）×12ヶ月、繰越
金

140,095千円
市負担金（給料月額の2/1000）
×12ヶ月、繰越金、雑入

41 人

件 5 件

件 100

定期健康診断 9,205 人

ストレスチェック 9,558 人

歳出 183,467千円
冠婚葬祭及び永年勤続等
に係る給付

127,579千円
職員の健康保持増進、元気回復
のための事業

労働安全衛生法等に基づく健康診断の種別 受診者数

件 0 件 20

電離放射線 524 人

じん肺 58 人

件

保育士 965 人

重量物（腰痛） 69 人

件

件

　地方公務員災害補償制度は、地方公務員災害
補償法に基づき、職員が公務上の災害（負傷、
疾病、障害又は死亡）又は通勤による災害を受
けた場合に、その災害によって生じた損害を補
填し、必要な福祉事業を行うことを目的として
います。

公務災害
公務上 公務外 合計

特
殊
健
康
診
断
等

深夜業務 1,824 人

有機溶剤 94 人

特別有機溶剤

95 件 5

情報機器作業 315 人

制度の概要 公務災害・通勤災害の認定件数

120

通勤災害
該当 非該当 合計

20

合計 115
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11　障害者雇用の状況（令和５年６月１日現在）

※教育委員会は、教育委員会事務局職員と教職員を合わせて算出しています。

　障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、毎年６月１日現在の各任命権者毎の障害者の
雇用状況を厚生労働大臣に報告しています。

区分 障害者雇用率 法定雇用率

教育委員会 2.31 ％ 2.50 ％

市立病院 2.57 ％

水道局 4.19 ％

市長部局 2.51 ％

2.60 ％
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Ⅱ 人事行政の運営の状況（教職員※）

※教職員とは、さいたま市教職員定数条例第２条に規定する教職員をいいます。

１　教職員の任免及び教職員数に関する状況

（１）教職員の採用及び退職の状況（令和５年度）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

※
※
※

（２）暫定再任用の状況（令和５年度）

※（　）内は女性でうち数です。

（３）教職員数の状況（各年４月１日現在）

（単位：人）

( ) ( ) ( )

※（　）内は女性でうち数です。
※短時間勤務の再任用教職員、臨時的任用教職員及び非常勤講師は含みません。

臨時的任用教職員数の状況（令和６年４月１日現在）

（単位：人）

( )

※（　）内は女性でうち数です。

区分 臨時的任用教職員

教職員 732
425

教職員
6,332 6,184 148
3,720 3,616 104

区分 令和6年 令和5年 対前年増減数

10 ） ( 117 ) (
教職員 28 5 44 19

） (
233 329

( 13 ） ( 3 ） ( 20 163 )

（　）内は女性でうち数です。
「勧奨退職」とは、一定の勤続年数及び年齢以上の者に退職を勧奨し、それに応じて定年前に退職した者です。
「その他」には、死亡退職、懲戒免職等を含みます。

　暫定再任用教職員とは、定年退職者等の行政経験・知識等を有効活用するため、従前の勤務
実績に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定めて採用するもので、主に短時間
勤務です。勤務実績が良好な場合には、選考により任期更新が可能（令和５年度の再任用者は
６５歳まで）です。

（単位：人）

区分 短時間勤務 常時勤務 合計
週２日 週2.5日 週３日 週４日

152
228 0 7 91 0 98

教職員
366 0 15 136 1

　教育委員会から報告を受けた令和５年度における人事行政の運営の状況を取りまとめ、その概要
を公表するものです。

（単位：人）

区分 採用
退職

合計
定年 勧奨退職 普通 その他
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２　教職員の人事評価の状況

　＜人事評価制度＞

３　教職員の給与の状況

　　

４　教職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）教職員の勤務時間

（２）休暇制度の概要

（３）年次有給休暇の取得状況（令和５年１月１日～令和５年１２月３１日）

教職員１人あたりの年次有給休暇平均取得日数 16 日

年次有給
休暇以外
の休暇

特別休暇
選挙権の行使、結婚、出産、忌引、交通機関の事故等により、社会慣習上ま
たは物理上の理由により、教職員が勤務しないことが相当であると認められ
る場合の有給の休暇です。

病気休暇
教職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを
得ないと認められる場合の休暇です。

介護休暇
教職員の家族に負傷、疾病、老齢等により日常生活を営むのに支障がある要
介護者がおり、当該職員以外に介護する者がいない場合における無給の休暇
です。

組合休暇
教職員が、登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における無給
の休暇です。

　さいたま市職員の給与費の状況につきましては、３ぺージの「３　職員の給与の状況」にまとめて
記載してありますのでご覧ください。

　教職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分と定められており、原則として毎週月曜
日から金曜日までにおいて、１日当たり７時間４５分勤務となります。
　また、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
る休日、年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで）は、勤務を要しない日です。

区分 内容

年次有給休暇
１年に２０日（年の中途に採用された教職員は、その在職期間に応じた日
数）付与されます。また、その年に付与された残日数（２０日を限度）は、
翌年に限り繰り越すことができます。

評価期間 ４月１日から翌年３月３１日までの１年間

評価基準日 ２月１日

評価結果の活用
昇任昇格等の参考資料として活用するとともに、教職員の昇給や勤勉手
当の支給割合に反映。

評価制度の目的
・「教職員の資質及び能力の向上を図ることにより学校の教育力を高め
る」
・「児童及び生徒を伸び伸びと健やかに成長させる。」

評価制度の概要

能力評価 職務遂行能力の発揮度と執務姿勢（意欲・態度）を評価

業績評価
「目標による管理」の手法等により目標の達成度、業務の遂
行度を評価

総合評価 能力評価及び業績評価の評価結果を合わせた評価

　地方公務員法では、任命権者は、職員の執務について、定期的に人事評価を行うこととされ
ています。また、任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活
用するものとされています。
　さいたま市教育委員会では、原則として勤務期間が６月未満の教職員、臨時的任用教職員、
任期付短時間勤務教職員、再任用教職員（短時間勤務の職）、その他教育長が別に定める教職
員を除く、全ての教職員を対象として、人事評価を実施しています。
　教育委員会における人事評価制度の概要は、次のとおりです。
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５　教職員の休業の状況

（１）育児休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（２）部分休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（３）育児短時間勤務制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（４）配偶者同行休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

（５）自己啓発等休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

人

人

うち女性 1 人 1 人

うち男性 1 人

自己啓発等
休業

①大学等課程の履修又は②国際貢献
活動をする職員が取得できる無給の
休業です。在職期間が２年以上の教
職員が、①においては２年、②にお
いては３年を超えない範囲で取得で
きます。

 取得人数 2 人 2

1

人

区分 内容 実績
うち、令和５年度
に新たに取得した
人数

人

うち女性 2 人 1 人

うち男性 0 人

配偶者
同行休業

配偶者が６月以上外国に滞在する場
合、これに同行するために取得でき
る無給の休業です。在職期間が２年
以上の教職員が３年を超えない範囲
で取得できます。

 取得人数 2 人 1

0

人

区分 内容 実績
うち、令和５年度
に新たに取得した
人数

育児短時間
勤務

子を養育するため、法及び条例に定
められた勤務の形態から選択し、希
望する日及び時間帯に勤務すること
ができます。最長、子が小学校就学
の始期に達するまで取得できます。

29 人

うち女性 25 人

うち男性 4

人

うち男性 1 人

区分 内容
令和５年度に新たに

取得した人数

区分 内容
令和５年度に新たに

取得した人数

部分休業

育児のため、１日に２時間以内の範
囲で取得できる無給の休業です。最
長、子が小学校就学の始期に達する
まで取得できます。

49 人

うち女性 48

育児休業

子を養育する職員の継続的な勤務を
促進し、職員の福祉の増進と公務の
円滑な運営に資することを目的とし
た無給の休業です。最長、子が３歳
に達するまで取得できます。

353 人 237 人

うち女性 184 人 184 人

うち男性 169 人 53 人

区分 内容 子が出生した人数
令和５年度に新たに取

得した人数
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（６）修学部分休業制度の概要及び取得状況（令和５年度）

６　教職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況（令和５年度）

（２）懲戒処分の状況（令和５年度）

教職員 2 1 0 1 4

　懲戒処分とは、公務員の勤務関係の秩序を維持するため教職員の服務義務違反（法令違反、
義務違反、非行等）に対し、その道義的責任を追及して科する制裁で、戒告・減給・停職・免
職の４種類があります。

（単位：人）

区分
処分の種類

合計
戒告 減給 停職 免職

教職員 0 0 169 0 169

人

　分限処分とは、教職員が心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合など、一定の事由に
より職務を十分に果たすことができない場合等に行う不利益処分で、降給・降任・休職・免職
の４種類があります。

（単位：人）

区分
処分の種類

合計
降給 降任 休職 免職

修学部分休
業

大学等各種学校などにおける修学の
ため、１週間を通じて１９時間２０
分を超えない範囲で取得できる無給
の休業です。２年を超えない範囲で
取得できます。

人

うち女性 0 人 0 人

うち男性 1 人

 取得人数 1 人 1

1

区分 内容 実績
うち、令和５年度
に新たに取得した
人数
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７　教職員の服務の状況

（１）教職員の守るべき服務の概要

（２）服務規律の遵守に関する取組

①服務規律の遵守に関する取組の概要

②服務規律の遵守に関する通知等の内容

（３）職務専念義務の免除、営利企業への従事等許可、在籍専従の許可の状況（令和５年度）

令和5年11月28日 交通違反及び事故防止の徹底について 教育長

在籍専従の許可

教職員が任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員と
してその業務に専ら従事することができるものです。許可を受けた
期間中は休職者とされ、いかなる給与も支給されず、退職手当の算
定基礎となる勤続期間にも算入されません。

0 件

営利企業への
従事等許可

教職員が、大学の非常勤講師などの業務に従事等して報酬を得る場
合に、職務への公平性や職員の品位の保持等の観点から全体の奉仕
者である公務員の基本的性格と矛盾しない場合に限り許可できるも
のです。

204 件

区分 内容 件数

職務専念義務の
免除

教職員が、教員免許更新制に係る講習を受講、人間ドックを受診、
職務に関連のある講演、講義、演技等を行う場合など、一定の事由
に該当する場合に、特例として職務に専念する義務を免除していま
す。

8,271 件

令和6年1月26日 個人情報の管理徹底について 教育長

令和6年3月26日 個人情報の管理徹底について 教育長

令和5年5月8日 教職員時の根絶に向けて 教育長

令和5年10月24日 交通事故防止の徹底について 教育長

　地方公務員法第３０条において、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者
として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念
しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、
同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第３２条）、信用失墜行為
の禁止（第３３条）、秘密を守る義務（第３４条）、職務に専念する義務（第３５条）、政
治的行為の制限（第３６条）、争議行為等の禁止（第３７条）、営利企業への従事等の制限
（第３８条）など、服務上の強い制約を課しています。

　服務規律の確保や不祥事防止の徹底について、随時、校長学校管理研修会（さいたま市立
小・中・高等・特別支援学校の校長が出席）等において、教育委員会から校長を通じて教職
員に周知徹底を図っています。

発出した年月日 内容 発信者

令和5年4月17日 交通事故防止の徹底について 教育長
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８　教職員の退職管理の状況

９　教職員の研修の状況

＜教職員の研修＞

　研修の実績（令和５年度）

※

※

「教育研究所研修」とは、教育研究所が、各学校における学校経営、教科経営等の円滑な推進を目指し、
教職員を支援するために実施するものです。うち「悉皆研修」は、各種の主任及び専門分野を担当する教
職員を各校１名指定して行うものです。「必修研修」は、年次計画に基づいて進める全教職員必修のもの
です。「推薦研修」は、推薦・選考に基づき、指導的な役割を果たす教員を養成するものです。「希望研
修」は、教職員の自発的な希望により教職に関する専門性を高めるものです。「自主研修」は、平日夜間
に教職員が自主的に参加するサークル型のものです。
「主管課研修」とは、各課所が担当する事務について、教職員の資質能力や意識の向上等を図るために実
施するものです。

【臨時的任用教職員を含む】

教育研究所研修
主管課研修

悉皆研修 必修研修 推薦研修 希望研修 自主研修

3,010 人 1,151 人 25,262 人1,332 人 6,869 人 475 人

　本市を退職した教職員の再就職の透明性及び信頼性を高めるため、平成３１年３月に「さい
たま市教職員の再就職管理の適正の確保等に関する要綱」を制定しました。
　この要綱に基づき、本市を管理職職員（校長）で退職した者の再就職状況（７月１日～翌６
月３０日）を公表します。

再就職先 市外郭団体 民間企業 合計

再就職者数 0 人 0 人 0 人
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10　教職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）共済制度

（２）その他の福利厚生制度の状況

（３）教職員健康診断の実施状況（令和５年度）

（４）公務災害補償の状況（令和５年度） 【臨時的任用教職員を含む】

11　障害者雇用の状況（令和５年６月１日現在）

※教育委員会は、教育委員会事務局職員と教職員を合わせて算出しています。

教育委員会 2.31 ％ 2.50 ％

73 件 2 件 75 件

　障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、毎年６月１日現在の各任命権者毎の障害者の
雇用状況を厚生労働大臣に報告しています。

区分 障害者雇用率 法定雇用率

制度の概要 公務災害・通勤災害の認定件数

　地方公務員災害補償制度は、地方公務員災害
補償法に基づき、教職員が公務上の災害（負
傷、疾病、障害又は死亡）又は通勤による災害
を受けた場合に、その災害によって生じた損害
を補填し、必要な福祉事業を行うことを目的と
しています。

公務災害
公務上 公務外 合計

64 件 2 件 66 件

通勤災害
該当 非該当 合計

9 件 0 件 9 件

合計

特
殊
健
康
診
断
等

深夜業務 0 人

有機溶剤 0 人

特別有機溶剤 0 人

じん肺 0 人

VDT作業 19 人

重量物（腰痛） 59 人

電離放射線 0 人

定期健康診断 3,322 人

ストレスチェック 5,022 人

　教職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、公立学校共済組合埼玉支部が教
職員とその家族の病気・けが・出産・死亡等に対して必要な給付を行う「短期給付」、教職
員の退職や障害等に対して、必要な給付を行う「長期給付」、健康の保持増進事業や住宅資
金の貸付などの「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行っています。
　共済組合等の事業を運営する費用は、組合員である教職員からの掛金と使用者である地方
公共団体からの負担金により賄われており、掛金・負担金とも標準報酬の月額を標準として
法で定められた率により算出されています。

　地方公務員法第４２条に基づくその他の福利厚生制度として、（財）埼玉県教職員互助会
に加入し、教職員の冠婚葬祭等への給付、教職員の保健、元気回復、その他福利厚生に関す
る事業の対象となっています。

労働安全衛生法等に基づく健康診断の種別 受診者数
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　さいたま市人事委員会から報告を受けた令和５年度における業務の状況を公表するものです。

１　職員の競争試験及び選考の状況

（１）採用試験の実施状況

ア　大学卒業程度

Ⅲ　人事委員会の業務の状況

試験区分 申込者数 受験者数
第１次試験
合格者数

第２次試験
合格者数

最終合格者数 競争倍率

行政事務Ｃ 83 人 83 人 24 人 18

試験区分 申込者数 受験者数
第１次試験
合格者数

最終合格者数 競争倍率

人 6 人 13.8 倍

イ　大学卒業程度・免許資格職・民間企業等経験者・職務経験者・学芸員選考（６月１８日第
１次試験実施分）

倍

大
学
卒
業
程
度

行政事務Ａ 882 人 645 人

行政事務Ｂ 272 人 206 倍

福祉 72 人 53 人 49 人

人 113 人 32 人 6.4

1.7

391 人 182 人 3.5

技術職・電気 12 人 9 人 8 人

31 人 1.5

5 人 1.8

倍

学校事務 62 人 42 人 37 人 16 人 2.6 倍

31 人

倍

技術職・建築 28 人 19 人 17

技術職・土木 72 人 45 人 42 人

倍

人 10 人 1.9 倍

技術職・化学 12 人 8 人

技術職・機械 7 人 3 人

5 人 1 人 8.0 倍

人 1 人 3.0 倍3

消防 242 人 190 人

技術職・農業 11 人 8 人

49 人 22 人 8.6 倍

人 2 人 4.0 倍5

心理 37 人 27 人

消防(救急救命士) 79 人 70 人

24 人 14 人 1.9 倍

人 7 人 10.0 倍20

人 3 人 3.0

11.0

人 3 人 3.0

免
許
資
格
職

薬剤師 11 人 9

精神保健福祉士 12 人 9

管理栄養士 33 人 22

人

倍

4.3 倍

2 人

倍

保健師 59 人 51 人 24 人 12 人

人 9

倍

人 5 人

人 9

2.3 倍

技術職・電気

2.8 倍

獣医師Ｂ 3 人 3 人 3 人 2 人 1.5 倍

獣医師Ａ 13 人 11 人 10 人 4

2 人 3.0

民
間
企
業
等

経
験
者

技術職・土木 29 人 25 倍

技術職・建築 10 人 9 人 9 人 4 人

人 15 人 7 人 3.6

倍

技術職・機械 8 人 5 人 0 人

13 人 3 人 5.0 倍

- 人 - 倍

8 人 6 人 3 人

学芸員(日本美術史) 7 人 5 人

保育士Ｂ 6 人 6 人

職

務

経

験

者

保育士Ａ 19 人 15 人

4 人 1 人 5.0 倍

人 3 人 2.0 倍5
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エ　障害者選考（１０月２２日第１次選考実施分）

オ　係長級昇任試験（１１月１２日第１次試験実施分）

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

（注）アからオの表中「競争倍率」は、受験者数を最終合格者数で除したものです。

ウ　高校卒業程度・免許資格職・就職氷河期世代・民間企業等経験者・職務経験者・技能職員
（９月２４日第１次試験実施分）

試験区分 申込者数 受験者数 第１次試験合格者数 最終合格者数 競争倍率

高
校
卒
業
程
度

行政事務 77 人 66 人

学校事務 12 人 10

消防 207 人 178 人

人 2.0

6.1

23 人 7 人 9.4

倍人

倍

倍10 人 5 人

消防(救急救命士) 20 人 17 人 10 人 6

2959 人

診療放射線技師 18 人 16 人

人 2.8 倍

免
許
資
格
職

保育士 174 人 144 人 119

11 人 3 人 5.3 倍

人 53 人 2.7 倍

作業療法士 9 人 9 人

臨床検査技師 15 人 13 人

8 人 3 人 3.0 倍

人 2 人 6.5 倍10

人 43.6 倍

就

職

氷

河

期

世
代 行政事務 270 人 191

言語聴覚士 6 人 6 人 3.0 倍人 6

倍人 12 人 3 人 63.7

13

8 人

人 31 人 5

人 2

4 人 2.0 倍

人 5 人

民

間

企

業

等

経

験

者 行政事務 296 人 218

3.8 倍

心理 8 人 8 人

職
務
経

験
者

福祉 23 人 19 人

人 7 人 3.0 倍

選考区分 申込者数 受験者数 第１次選考合格者数 最終合格者数

技能職員 27 人 21 人 19

競争倍率

5.2 倍

学校事務 6 人 3 人 3 人 1 人 3.0 倍

行政事務 49 人 31 人 20 人 6 人

職種 申込者数 受験者数
第１次試験
合格者数

第１次試験
免除者数

第２次試験
合格者数

競争倍率

人 100 人 1.3 倍
福祉 14 14 13 人

行政事務 124 118 94 人
25

人 45 人 1.5 倍
技
術
職

土木 51 44

43 人

建築 13 10

電気 7 7

機械 3 3

化学 2 2
24

その他技師 - -

消防 84 83

農業 1 1

盆栽 1 1

3.0 倍31 人 26 人 28 人
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（２）採用選考の状況

（３）昇任選考の状況

給料表 職務の級 職種 採用選考者数

人

1 人

５級 4 人

３級 2 人

一般行政職

1 人

６級

学校事務職給料表 １級 学校事務職員 15 人

行政職給料表

８級 技術職（土木） 1 人

７級

１級 任期付短時間勤務職員 15 人

１級 任期付職員（保育士） 4

学校栄養職給料表 １級 学校栄養職員 6 人

医療職給料表（２）
１級 歯科衛生士 3 人

４級 1 人

３級 4 人医療職給料表（１）

５級

医師

1 人

２級 10 人

１級 13 人

１級 臨床工学技士 3 人

医療職給料表（３）

３級
看護師 3 人

専任教員 3 人

２級 看護師 2 人

１級
看護師 83 人

助産師 3 人

20 人

７級 昇任昇格 35 人 35 人

給料表 職務の級 昇任の内容 申請者数 承認者数

行政職給料表

８級 昇任昇格 20 人

５級 昇任昇格 72 人 72 人

６級 昇任昇格 53 人 53 人

人

４級 昇任昇格 1 人 1 人
医療職給料表（１）

５級 昇任昇格 1 人 1

人

５級 昇任昇格 2 人 2 人
医療職給料表（２）

６級 昇任昇格 1 人 1

人

消防職給料表

９級 昇任昇格 1 人 1 人

８級 昇任昇格

医療職給料表（３） ５級 昇任昇格 3 人 3

６級 昇任昇格 14 人 14 人

3 人 3 人

７級 昇任昇格 14 人 14 人

企業職給料表

８級 昇任昇格 1 人 1

６級 昇任昇格 4 人 4 人

５級 昇任昇格 9 人 9 人

人

７級 昇任昇格 2 人 2 人
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２　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

１　職員給与と民間給与との比較

２　公民較差に基づく給与改定

　

　

 

３　人事管理等に関する諸課題

3,684円（0.92％）

特別給 4.48月 4.40月 0.08月

(1) 月例給

　報告及び
　勧告の年月日 報告及び勧告の概要

令和５年
　 ９月26日 区分 民間給与 職員給与 公民較差

月例給 404,821円 401,137円

　　ア 長時間労働の是正

・　健康で働き続けられる職場環境を整備するため、長時間労働の是正が急務。
　職員の健康保持、公務能率の向上、有為な人材の確保の観点からも、実効性の
　ある対策が必要
・　時間外勤務時間等がコロナ禍前の状況に戻りつつあるため、コロナ禍に伴う
　業務の合理化・効率化を活かした形で最適化することが大切
・　教育職員については、負担感・多忙感の解消にも留意しながら、学校におけ
　る働き方改革をより一層推進することが必要
・　職員の勤務時間を正確に把握することが極めて重要。命令書に記録された実
　績と、客観的な記録による実績との間の乖離を防ぐ取組みも必要
・　ワーク・ライフ・バランスが尊重される職場風土づくりを、所属長が率先し
　て進めていくことが必要。所属長のマネジメントを適切に支援・監督し、「実
　態としての長時間労働」の是正に向けた取組みを着実に進めていくことが大切

・　民間給与との較差（3,684円、0.92%）を解消するため、行政職給料表を引上
　げ改定（平均改定率0.99％）。高卒初任給を12,000円、大卒初任給を11,000
　円、それぞれ引上げ
・　その他の給料表については行政職給料表との均衡を基本として改定
　※　医療職給料表(1)及び特定任期付職員給料表は、人事院勧告の内容に準じ
　　て改定
　※　教育職給料表(1)及び(2)については、埼玉県における改定状況等を考慮し
　　て改定

(2) 特別給

・　民間の支給割合に見合うよう支給月数を引上げ改定（4.40月分→4.50月分）
・　引上げ分は、人事院勧告の内容に準じて期末手当及び勤勉手当に均等に配分
　※　定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当並びに特定任期付職
　　員の期末手当については、人事院勧告の内容に準じて改定
　※　支給月数は、0.05月単位とし、小数点第２位を二捨三入、七捨八入

(3) 実施時期

・　(1)について、令和５年４月１日から実施
・　(2)について、令和５年１２月期の支給に関する改定は条例の公布の日か
　ら、令和６年６月期以降の支給に関する改定は令和６年４月１日から実施

(1）働きやすい魅力的な職場環境の整備
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　イ ワーク・ライフ・バランスの推進

・　育児や介護と仕事との両立支援を一層充実させていくことが必要。誰がどの
　職場に異動しても、両立支援制度を気兼ねなく利用することができる環境の整
　備が不可欠
・　男性職員の育児休業取得率については、政府目標が大幅に引き上げられたこ
　とを踏まえ、数値目標の見直しが必要。また、制度の利用により他の職員に負
　担が偏ることがないよう、代替として正規職員を配置する取組みを一層推進す
　ることも必要
・　育児・介護を理由とする退職者の発生状況を継続的に把握し、状況の推移を
　踏まえ、必要な措置を検討するなど、育児・介護により退職を余儀なくされる
　職員の発生を抑止していくことも大切

　ウ メンタルヘルス対策

・　ストレスチェックの集団分析については、職場環境の改善を行いやすい組織
　単位で分析するとともに、分析結果を管理職員にフィードバックし、リスク因
　子の早期発見や職場環境の改善に繋げることが必要
・　相談窓口の利用状況等を分析し、ニーズに応じた相談体制を整備するととも
　に、日常の健康相談先として産業医等へ普段から相談できる体制を作ることが
　重要
・　いわゆるカスタマー・ハラスメントに組織として対応し、迅速かつ適切に職
　員の救済を図れるよう、必要な制度設計等を検討していくことも重要

・　受験申込者数や競争倍率が全体として低下傾向にあり、この傾向に歯止めを
　かけることが喫緊の課題
・　本委員会としては、受験者数の向上に資する採用試験のあり方を引き続き追
　求するとともに、情報発信の強化に一層注力。また、職員採用で競合する団体
　の状況を踏まえ、初任給基準について引き続き検討
・　任命権者においては、⑴で言及した内容を十分に踏まえた上で、働きやすい
　魅力的な職場環境の整備に取り組まれることを期待

　イ 人材の育成

・　複雑・高度化する行政ニーズに限られた人的資源で対応していくため、高い
　課題解決能力を有し、意欲的かつ自律的に課題解決に取り組む職員の育成が急
　務
・　人材育成基本方針に基づく人材育成が着実に推進されることを期待。また、
　人材育成をより実効的に推進していくためには、研修、人事配置、人事評価を
　効果的に連携させ、一体的・計画的に実施していくことも大変重要
・　組織力を常に最大化し、これを将来に向けてさらに高めていくという視点も
　踏まえつつ、時流に即した人材育成を計画的に実施することが必要

　エ　ハラスメントの根絶

・　パワー・ハラスメントの行為者に対しては、態様等によっては免職も含め厳
　正に対処していくということを明確に示すべきであり、懲戒処分の指針の改正
　及びパワー・ハラスメントの言動例の明示について、本年度中に速やかに実施
　することが必要
・　苦情相談窓口の利用状況等を分析し、ニーズに応じた相談体制を整備すると
　ともに、ハラスメントの被害を受けた本人だけでなく、周囲で見聞きした第三
　者も含め、ハラスメントを決して見逃さない環境を作っていくことが重要

(2) 人材の確保、育成及び活用

　　ア 人材の確保
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３　勤務条件に関する措置の要求の状況

４　不利益処分に関する審査請求の状況

　ウ ６０歳を超える職員の能力及び経験の活用
・　役職定年後の職に設定された期待役割が降任する本人と配属される所属との
　間で正しく共有されるよう、周知に万全を期すことが肝要
・　とりわけ、いずれの職にも業務の遂行者としての期待役割が付与されている
　点は、高齢期の職員を最大限活用するという観点から、特に丁寧に周知するこ
　とが必要
・　また、高齢期までを視野に入れた中長期的なキャリア形成のため、研修体制
　や人事ローテーションの検討も重要

(3) 能力・実績に基づく人事管理の推進

令和４年度末
現在

未処理件数
措置要求件数 　処理件数

年度末現在
未処理件数

令和４年度末現在
未処理件数に係る
処理件数

令和５年度の措置
要求件数に係る処
理件数

　　ア 人事評価制度の改善

・　能力・実績に基づく人事管理をより一層推進していくためには、基礎となる
　人事評価制度が、職員に納得感を持って受け入れられていることが大変重要
・　「評価結果を人事・給与により一層反映していくために必要な公平性・客観
　性が担保されているか」、「組織全体の士気向上に資する制度となっているか」
　の２点に留意し、制度を定期的に検証することが必要
・　必要に応じてアップデートを図り、組織の持続的な成長を促進する制度とし
　て適切かつ効果的に運用することが肝要

　イ メリハリのある処遇の推進

・　人事面では、「メリハリのある処遇の推進」という観点から人材登用のあり
　方を絶えず見直し、職員のモチベーションの向上と組織の持続的な成長により
　一層資するものとなるよう必要な措置を検討することが重要
・　給与面では、昇給及び勤勉手当への人事評価結果の反映をより一層推進して
　いくことが必要。これを推進するに当たっては、一部の成績優秀者のみならず、
　着実に本市の事務事業に貢献している多くの職員が報われる仕組みとされるこ
　とを期待
・　また、ライン職・スタッフ職の職務・職責を踏まえた給与処遇の見直しも課
　題。とりわけ係長については、係の統括的責任者かつ事務事業の遂行単位責任
　者であるという職責を十分に踏まえた具体的な改善措置が必要

※地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第８条、第１４条及び第２６条の規定に基づく報告及び勧告

　勤務条件に関する措置の要求とは、地方公務員法第４６条の規定に基づき、職員が給与、勤
務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、適切な措置が執られるべきことを要求
することができる制度です。

　不利益処分に関する審査請求とは、地方公務員法第４９条の２の規定に基づき、任命権者に
より、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職員が、人事委員会に対し
て、その処分の取消し等を申し立てることができる制度です(行政不服審査法による審査請求の
特例)。

令和４年度末
現在

未処理件数
審査請求件数 　処理件数

年度末現在
未処理件数

令和４年度末現在
未処理件数に係る
処理件数

令和５年度の審査
請求件数に係る処
理件数

6 件 0 件 0 件6 件 0 件 6 件

0 件 0 件 1 件1 件 0 件 0 件

25


